
○高知県立高知城歴史博物館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成27年10月13日規則第70号

（趣旨）

第１条 この規則は、高知県立高知城歴史博物館の設置及び管理に関する条例（平成27年高知県条

例第51号。以下「条例」という。）の規定に基づき、高知県立高知城歴史博物館（以下「博物館」

という。）の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

（利用の許可の申請）

第２条 条例第５条第１項の利用施設（同項に規定する利用施設をいう。以下同じ。）の利用の許

可（以下「利用の許可」という。）を受けようとする者は、条例第２条第１項に規定する指定管

理者（以下「指定管理者」という。）に対して、指定管理者が定める利用許可申請書を提出しな

ければならない。

２ 前項の規定にかかわらず、博物館の管理を指定管理者が行うことができない場合にあっては、

利用の許可を受けようとする者は、知事に対して、別記第１号様式による利用許可申請書を提出

しなければならない。

３ 前２項の規定による申請は、当該利用を開始する日の１年前から１月前までの間にこれをしな

ければならない。ただし、指定管理者（博物館の管理を指定管理者が行うことができない場合に

あっては、知事。次条第１項、第４条第１項及び第２項、第５条第１項、第６条第１項及び第２

項、第７条第１項から第３項まで、第８条第１項、第９条第１項及び第３項、第10条第１項及び

第４項ただし書、第11条ただし書、第20条ただし書、第21条ただし書並びに第22条において同じ。）

が特に認めたときは、この限りでない。

（利用許可書の交付等）

第３条 指定管理者は、前条第１項又は第２項の規定による申請があった場合において、利用の許

可をするときは指定管理者が定める利用許可書を当該申請をした者に交付し、利用の許可をしな

いときはその旨を当該申請をした者に通知するものとする。

２ 知事が交付する前項の利用許可書は、別記第２号様式によるものとする。

（利用の取消しの届出等）

第４条 利用の許可を受けた者は、当該利用施設の利用を取り消すときは、直ちにその旨を指定管

理者に届け出なければならない。

２ 条例第５条第１項の利用の許可を受けた事項の変更の許可（以下「利用の変更の許可」という。）

を受けようとする者は、指定管理者に対して、指定管理者が定める利用等変更許可申請書を提出

しなければならない。

３ 知事に対して提出する前項の利用等変更許可申請書は、別記第３号様式によるものとする。

（利用等変更許可書の交付等）



第５条 指定管理者は、前条第２項の規定による申請があった場合において、利用の変更の許可を

するときは指定管理者が定める利用等変更許可書を当該申請をした者に交付し、利用の変更の許

可をしないときはその旨を当該申請をした者に通知するものとする。

２ 知事が交付する前項の利用等変更許可書は、別記第４号様式によるものとする。

（写真等の撮影等の許可の申請等）

第６条 条例第６条の写真等の撮影等の許可（以下「写真等の撮影等の許可」という。）を受けよ

うとする者は、指定管理者に対して、指定管理者が定める写真等撮影等許可申請書をあらかじめ

提出しなければならない。

２ 指定管理者は、前項の規定による申請があった場合において、写真等の撮影等の許可をすると

きは指定管理者が定める写真等撮影等許可書を当該申請をした者に交付し、写真等の撮影等の許

可をしないときはその旨を当該申請をした者に通知するものとする。

３ 知事に対して提出する第１項の写真等撮影等許可申請書は別記第５号様式に、知事が交付する

前項の写真等撮影等許可書は別記第６号様式によるものとする。

（写真等の撮影等の取りやめの届出等）

第７条 写真等の撮影等の許可を受けた者は、当該撮影等を取りやめるときは、直ちにその旨を指

定管理者に届け出なければならない。

２ 条例第６条の写真等の撮影等の許可を受けた事項の変更の許可（次項において「写真等の撮影

等の変更の許可」という。）を受けようとする者は、指定管理者に対して、指定管理者が定める

利用等変更許可申請書を提出しなければならない。

３ 指定管理者は、前項の規定による申請があった場合において、写真等の撮影等の変更の許可を

するときは指定管理者が定める利用等変更許可書を当該申請をした者に交付し、写真等の撮影等

の変更の許可をしないときはその旨を当該申請をした者に通知するものとする。

４ 知事に対して提出する第２項の利用等変更許可申請書は別記第３号様式に、知事が交付する前

項の利用等変更許可書は別記第４号様式によるものとする。

（資料等の撮影等の許可の申請）

第８条 条例第７条第１項の博物館の資料等の撮影、複写、模写、模造等の許可（以下「資料等の

撮影等の許可」という。）を受けようとする者は、指定管理者に対して、指定管理者が定める資

料等撮影等許可申請書をあらかじめ提出しなければならない。ただし、指定管理者が特に認めた

ときは、この限りでない。

２ 知事に対して提出する前項の資料等撮影等許可申請書は、別記第７号様式によるものとする。

（資料等撮影等許可書の交付等）

第９条 指定管理者は、前条第１項の規定による申請があった場合において、資料等の撮影等の許

可をするときは指定管理者が定める資料等撮影等許可書を当該申請をした者に交付し、資料等の

撮影等の許可をしないときはその旨を当該申請をした者に通知するものとする。



２ 知事が交付する前項の資料等撮影等許可書は、別記第８号様式によるものとする。

３ 資料等の撮影等の許可を受けた者は、当該資料等の撮影、複写、模写、模造等を取りやめると

きは、直ちにその旨を指定管理者に届け出なければならない。

（利用料金等の納付の時期等）

第10条 博物館が展示する資料等を観覧する者（以下「観覧者」という。）又は利用の許可を受け

た者は、条例第11条の規定による利用料金又は条例第16条第１項の規定による観覧料若しくは使

用料を、観覧の際は指定管理者が定める観覧券と引換えに、又は第３条第１項の利用許可書若し

くは第５条第１項の利用変更許可書の交付を受ける際に納付しなければならない。ただし、指定

管理者が特に認めたときは、この限りでない。

２ 前項の規定にかかわらず、条例第17条各号に掲げる者の取扱いによる観覧については、観覧の

後に、利用料金として指定管理者に納付し、又は観覧料として県に納付することができる。

３ 知事が交付する第１項の観覧券の様式は、観覧者が個人である場合にあっては別記第９号様式

又は別記第10号様式に、20人以上の団体である場合にあっては別記第11号様式によるものとする。

ただし、年額の場合にあっては別記第12号様式に、条例第17条各号に掲げる者が取り扱う場合に

あっては別記第13号様式によるものとする。

４ 観覧券の交付は、午後５時30分までとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めたと

きは、この限りでない。

第11条 写真等の撮影等の許可を受けた者又は資料等の撮影等の許可を受けた者（営利を目的とす

る資料等の撮影等に係るものに限る。）は、条例第11条の規定による利用料金又は条例第16条第

１項の規定による使用料を第６条第２項の写真等撮影等許可書若しくは第７条第３項の利用等変

更許可書又は第９条第１項の資料等撮影等許可書の交付を受ける際に納付しなければならない。

ただし、指定管理者が特に認めたときは、この限りでない。

（利用料金等の納付を要しない観覧者）

第12条 条例第11条ただし書の規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(１) 身体障害者手帳を所持する者

(２) 療育手帳を所持する者

(３) 精神障害者保健福祉手帳を所持する者

(４) 戦傷病者手帳を所持する者

(５) 被爆者健康手帳を所持する者

(６) 高知市長が交付する高知市長寿手帳を所持する65歳以上の者

(７) 第１号から第５号までに掲げる者（以下この号において「身体障害者等」という。）を直

接介護し、又は介助するために必要な者（身体障害者等１人につき１人とし、当該身体障害者

等と同時に博物館に入館する場合に限る。）

（利用料金の承認の申請）



第13条 指定管理者は、条例第13条第１項の規定により利用料金の額を定めようとするときは、知

事に対して、別記第14号様式による利用料金承認申請書を提出しなければならない。

２ 指定管理者は、条例第13条第２項の規定により知事の承認を得た利用料金の額を変更しようと

するときは、知事に対して、別記第15号様式による利用料金変更承認申請書を提出しなければな

らない。

（附属設備に係る基準額）

第14条 消費税法（昭和63年法律第108号）第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た消費税の額

及び当該消費税の額に高知県税条例（昭和33年高知県条例第１号）第70条の４に規定する地方消

費税の税率を乗じて得た地方消費税の額を加えることとなる条例別表第２の３の規則で定める額

は、別表に定めるとおりとする。

（観覧料及び使用料の額）

第15条 条例第16条第２項及び第３項の規則で定める観覧料及び使用料の額は、知事が別に定める。

（観覧料及び使用料の減免の申請等）

第16条 条例第16条第４項において読み替えて準用する条例第14条の規定に基づき観覧料を減額し、

又は免除する必要があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとし、減額する場

合の当該額は、知事が別に定める。

(１) 県内の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は特別支援学校の児童又は生徒の引率

者が、教育課程に基づく教科学習の一環として観覧するとき。

(２) 前号に掲げる場合のほか、知事が特に必要があると認めたとき。

２ 条例第16条第４項において読み替えて準用する条例第14条の規定に基づき使用料を減額し、又

は免除する必要があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとし、減額する場合

の当該額は、知事が別に定める。

(１) 国、地方公共団体又はその他の公共的団体が、県若しくは教育委員会と共催し、又は県若

しくは教育委員会の後援を受けて展覧会等を開催する場合で、知事が必要があると認めたとき。

(２) 前号に掲げる場合のほか、知事が特に必要があると認めたとき。

３ 条例第16条第４項において読み替えて準用する条例第14条の規定に基づき観覧料の減額又は免

除を受けようとする者は、知事に対して、別記第16号様式による観覧料減額（免除）承認申請書

をあらかじめ提出しなければならない。

４ 条例第16条第４項において読み替えて準用する条例第14条の規定に基づき使用料の減額又は免

除を受けようとする者は、知事に対して、別記第17号様式による使用料減額（免除）承認申請書

を第２条第２項の利用許可申請書、第６条第１項の写真等撮影等許可申請書若しくは第８条第１

項の資料等撮影等許可申請書又は第４条第２項若しくは第７条第２項の利用等変更許可申請書と

ともに提出しなければならない。



５ 知事は、前２項の規定による申請があった場合において、観覧料又は使用料の減額又は免除を

承認するときは別記第18号様式による観覧料減額（免除）承認通知書又は別記第19号様式による

使用料減額（免除）承認通知書を当該申請をした者に交付し、承認しないときはその旨を当該申

請をした者に通知するものとする。

（観覧料及び使用料の還付の請求等）

第17条 条例第16条第４項において読み替えて準用する条例第15条ただし書の規定に基づき観覧料

又は使用料を還付する特別の理由があると認めるときは次の各号のいずれかに該当するときとし、

当該還付する観覧料又は使用料の額は当該各号に定める額とする。

(１) 災害その他の不可抗力により博物館が展示する資料等の観覧若しくは利用施設の利用がで

きなくなった場合又は県若しくは指定管理者の都合により利用の許可、写真等の撮影等の許可

若しくは資料等の撮影等の許可を取り消した場合 既納又は過納となる観覧料又は使用料の額

に相当する額

(２) 利用施設の利用の取消しの届出又は利用の変更の許可の申請が当該利用を開始する日の２

月前までにあった場合 既納又は過納となる使用料（附属設備の使用料を除く。）の額の２分

の１に相当する額及び既納又は過納となる附属設備の使用料の額に相当する額

(３) 利用施設の利用の取消しの届出又は利用の変更の許可の申請が当該利用を開始する日の２

月前に当たる日の翌日から当該利用を開始する日の前日までの間にあった場合 既納又は過納

となる附属設備の使用料の額に相当する額

(４) 使用料を納付した後当該利用等を開始する日の前日までに使用料の減額又は免除を承認し

た場合 既納又は過納となる使用料の額に相当する額

２ 条例第16条第４項において読み替えて準用する条例第15条ただし書の規定に基づき観覧料の還

付を受けようとする者は、観覧券を提示した上で、知事に対して、別記第20号様式による観覧料

還付請求書を提出しなければならない。

３ 条例第16条第４項において読み替えて準用する条例第15条ただし書の規定に基づき使用料の還

付を受けようとする者は、知事に対して、別記第21号様式による使用料還付請求書を提出しなけ

ればならない。

４ 知事は、前２項の規定による請求があった場合において、観覧料の還付を決定したときは観覧

券と引換えに観覧料を還付し、還付をしないときはその旨を当該請求をした者に通知し、使用料

の還付を決定したときは別記第22号様式による使用料還付決定通知書を当該請求をした者に交付

し、還付をしないときはその旨を当該請求をした者に通知するものとする。

（入館の制限）

第18条 知事又は指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めた者に対して、博物館への

入館を拒み、又は博物館からの退去を命ずることができる。

(１) 博物館の資料等、施設、設備等を汚損し、又は損壊するおそれのある者



(２) 他の博物館を利用する者（以下「利用者」という。）に危害を加え、又は迷惑を及ぼすお

それのある者

(３) 騒じょう又は示威にわたる行為をする者

(４) 前３号に掲げる者のほか、博物館の関係職員の指示に従わない者

（管理上の立入り）

第19条 利用者は、博物館の関係職員が博物館の施設、設備等の管理その他職務上の必要があって

当該利用に係る利用施設に立ち入る場合は、これを拒むことができない。

（設備の制限）

第20条 利用者は、博物館の施設に特別の設備をし、又は設備に変更を加えてはならない。ただし、

指定管理者の許可を受けたときは、この限りでない。

（原状回復義務）

第21条 利用者は、利用施設の利用が終わったとき又は条例第10条第１項の規定に基づき利用の許

可を取り消され、若しくは利用を停止させられたときは、直ちに当該利用に係る施設、設備等を

原状に回復し、博物館の関係職員の点検を受けなければならない。ただし、指定管理者が特に認

めたときは、この限りでない。

（汚損等の届出）

第22条 利用者は、博物館の資料等、施設、設備等を汚損し、又は損壊したときは、直ちに指定管

理者に届け出て、その指示を受けなければならない。

（寄贈又は寄託）

第23条 博物館に資料等を寄贈し、又は寄託しようとする者は、知事に対して、別記第23号様式に

よる資料等寄贈（寄託）申込書を提出するものとする。

２ 知事は、前項の規定による申込みを承諾したときは、その旨を当該申込みをした者に通知する

ものとする。

３ 知事は、資料等の引渡しを受けたときは、別記第24号様式による資料等受領書を第１項の規定

による申込みをした者に交付するものとする。

（指定管理者の指定の申請に必要な書類等）

第24条 条例第20条の規則で定める申請書は、別記第25号様式によるものとする。

２ 条例第20条第２号の規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。

(１) 条例第19条各号に掲げる業務に係る収支予算書

(２) 定款、規約その他これらに類する書類

(３) 法人にあっては当該法人の登記事項証明書、法人以外の団体にあっては当該団体の代表者

の住民票の写し

(４) 前項の申請書を提出する日の属する事業年度の前事業年度及び前々事業年度における貸借

対照表、損益計算書その他の経営状況を明らかにする書類



(５) 前各号に掲げる書類のほか、知事が必要があると認める書類

３ 条例第21条第３項の規則で定める事項は、指定管理者の代表者の氏名とする。

（雑則）

第25条 この規則に定めるもののほか、博物館の管理に関し必要な事項は、知事が別に、又は指定

管理者が知事の承認を得て定める。

附 則

（施行期日）

１ この規則は、平成28年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

（準備行為として行う指定管理者の指定の申請に必要な書類）

２ 条例附則第２項の規定に基づき条例の施行の日前において行う指定管理者の指定の申請に必要

な書類については、第２条第１項及び第２項の規定の例による。

別表（第14条関係）

備考 １ この表において、「午前」とは午前９時から正午までの間を、「午後」とは正午から

午後５時までの間を、「夜間」とは午後５時から午後10時までの間をいう。

２ 時間外利用料金の計算において、時間外の利用時間が１時間未満であるとき又は時間

外の利用時間に１時間未満の端数があるときは、当該利用時間又は当該端数を１時間と

して計算する。

３ この表に定めのない附属設備に係る基準額は、その都度知事が定める。

４ 消耗器材費及び附属設備の利用に係る特別の労力を要する費用は、この表の基準額に

は含まないものとする。

附属設備名 単位 基準額

基本利用料金 時間外利用料金

（１時間につき）午前 午後 夜間

天井プロジェクター １式 1,320円 2,200円 2,200円 440円

プロジェクター １式 390円 650円 650円 130円

電動昇降スクリーン １張 270円 450円 450円 90円

ダイナミックマイク １本 60円 100円 100円 20円

ワイヤレスマイク １本 120円 200円 200円 40円

演台 １台 210円 350円 350円 70円

花台 １台 150円 250円 250円 50円

ＰＡセット（アンプ１台、ス

ピーカー２台、ダイナミック

マイク１本、ワイヤレスマイ

ク２本）

１式 960円 1,600円 1,600円 320円


